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｢減価償却応援 Ver.8.1｣での対応内容をご案内します。 

1.プログラムについて 

データ移行対象バージョン・・・Ver.6.0以降 
上記のバージョンからデータ移行が可能です。 
 

※Ver.8.1 のセットアップ CD-ROM には、法人税システムで「減価償却システムとの連動」を行う 

ために必要な、法人税顧問平成 19 年度版(Ver.H19.20)の更新用プログラム（ネットワーク版は 

クライアントプログラム更新用）も収録します。減価償却応援 Ver.8.1 と連動ができる法人税顧問は

Ver.H19.20 以降になります。 

■スタンドアロン版／ネットワーク版Ver.5.0、5.1 をお使いのお客様 

今回のバージョンアップ商品がデータ移行（継続使用）をしていただく最後の機会とさせていただき

ます。今回の改版 CD-ROM に添付されております Ver.7.1 をセットアップし、Ver.7.1 へのデータ変換後、

Ver.8.１をご使用ください。 

■Ver.5.0 より前のバージョンをお使いのお客様 

現在お使いのデータは移行できませんので、新規に入力してお使いください。 

 

2.法改正の概要 

Ver.8.1 で対応する改正の内容は、次のとおりです。 

1. 減価償却費計算書（個人）の出力の対応 
「平成 19 年分青色申告の決算書の手引き」等に準拠した様式、および出力方法に対応しました。

主な変更点は次のとおりです。 

・「(イ) 取得価額」の欄→「(イ) 取得価額 (償却保証額)」に変更(2 段出力)。 

2 段出力となり、下段は定率法の場合に償却保証額を表示します。 

・「償却方法」の表示内容に旧償却方法（旧定額、旧定率、旧外リ、旧リ定）を追加。 

なお、５年均等償却中の資産の場合は「－」と表示します。 

・ 「(ハ) 償却率」の欄→「(ハ) 償却率又は改定償却率」に変更(2 段出力)。 

定率法で均等償却中の資産の場合は改定償却率を出力します。また均等償却初年度のみ 2 段

出力となり、下段に定率法償却率をカッコ付きで出力します。 

・「(ホ) 本年分の普通償却費」の欄が 2 段出力に変更。定率法で均等償却初年度の資産の

場合のみ 2 段出力となり、下段に調整前償却額をカッコ付きで出力します。 

・「摘要」の欄には、定率法かつ均等償却中の資産の場合は「改定償却」と表示します。 

 

※耐用年数の短縮について 

平成19年度法改正により、次の設備について法定耐用年数が短縮されました。個人の 

場合は平成20年度からの適用になりますので、平成19年取得の資産は改訂前の耐用年数

を使用してください。本システムの耐用年数辞書（資産登録画面の＜耐用年数＞）では 

次の候補の資産が該当します。 

【機械及び装置】 

   半導体用フォトレジスト製造設備   5年(改正前は8年) 

   ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ﾌｨﾙﾑ材料       5年(改正前は10年) 

 

2. 資産登録画面での判定の対応 
■個人の場合の償却方法自動判定の対応 

資産登録画面での償却方法の自動判定を、個人の場合は事業供用年月日ではなく取得年月日

で判定するように対応しました。 

例えば、取得年月日が H19.3.31以前、事業供用年月日が H19.4.1以後の組み合わせの資

産は、個人の場合は旧償却方法適用資産として判定します。 

｢減価償却応援 減価償却費計算書(個人)対応版Ver.8.1｣概要

概要のバージョンの表記について 

「Ver.8.1」のように小数点以下 2 桁目は省略して 

記載しています。正確なバージョンはシステム起動後

の［ヘルプ］-［バージョン情報］で確認できます。
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3. 償却資産申告書（および種類別明細書）の対応 
■様式変更による項目名の変更（償却資産申告書） 

項目名「3 事業種目（資本等の金額）」が「3 事業種目（資本金等の額）」に変更と 

なりました。 

■本年度簿価の算出方法の平成 19 年度法改正対応 

本年度簿価の計算（償却資産申告書の「平成 20 年 1 月 1 日現在の帳簿価額（ホ）」）を、

平成 19 年度法改正に準じた算出方法に対応しました。 

システムの償却資産申告書項目設定画面（[導入]→[償却資産申告書項目設定]）の「1 月 1

日簿価の計算方法」の設定項目を追加し、提出先ごとに本年度簿価の計算を改正前（旧計算

方式）と改正後（新計算方式）の算出方法を選択できるように対応しました。 

 

参考：東京都主税局のホームページより 

帳簿価額欄の記載につきましては、平成 19 年度税制改正に準じた計算での算出になります。

ただし、平成 20 年の税制改正に向けて地方税法第 414 条を削除する方向で進められてお

り、この改正が行われた場合は評価額が決定価格となります（平成 21 年度の申告では帳簿

価額は不要になる）。 

このため東京都 23 区においては、今回の平成 20 年度の申告における帳簿価額欄の記載に

ついては、旧定率法等により算出した額又は未記入で差し支えありません。 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shoukyakushisan.htm 

4. 別表十六の出力の対応 
別表十六について、別表十六（一）の「13 差引帳簿記載金額」の外書、別表十六（四）の

「23 差引帳簿記載金額」に対応しました。 

会社基本情報の＜運用方法＞で「差引帳簿記載金額の外書」が「あり」の法人データの場合、

資産登録画面の＜期首帳簿価額＞ボタンで入力します。 

5. 会社基本情報の償却可能限度額の端数処理の初期値の変更 
別表十六に関係して、Ver.8.0 リリース後に公開された記載の手引き等により別表十六（一）

の「18 差引取得価額の 5％」（および別表十六（二）の「19 差引取得価額の 5％」）の

端数処理が「1 円未満切捨」と明記されているため、会社基本情報の運用方法の「償却可能

限度額の端数処理」の初期値を「切り捨て」に変更しました。 

（すでに登録済みの会社データは Ver.8.1 にバージョンアップしても償却可能限度額の端数

処理の設定内容は自動的に変更されません） 

3.要望対応等の機能アップ内容 

Ver.8.0 からの要望対応等に関する主な変更内容は次のとおりです。 

１．残存簿価２円以上の設定の対応 

資産登録画面で複数の資産を 1 資産として登録している場合など、残存簿価２円以上が設定

できるように対応します。これに伴い、設定方法を変更しました。 

 

 

 

 

      

２．均等等償却中資産のみの台帳出力の対応 

固定資産台帳(総合・簡易・簡易Ⅱ)の出力条件画面に「５年均等償却」の出力設定（含める／

のみ出力／含めない）を追加しました。これに伴い、設定方法を変更しました。 

3．所得税システムとの連動の対応 

減価償却システム側で出力した減価償却費計算書(個人)を、所得税システム平成 19 年度版で

取り込めるよう、減価償却費計算書(個人)の取り込み専用のファイル出力に対応しました。 

 

 

入力画面の例 
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４．会社データパスワード設定の対応 
会社データごとのパスワード設定に対応しました。 

５．システムパスワード設定の対応（応援スタンドアロン版） 
減価償却応援起動時のパスワード設定に対応しました。 

６．資産登録画面で部門変更時に償却方法を再セットしないように対応 
部門設定画面の「償却方法の再設定」が「しない」の場合、資産登録画面で部門を変更した場合、

部門のみ変更するようにしました。 

7．会計上の償却可能限度額の設定に対応 

資産登録画面の会計上の減価償却設定画面（資産登録画面で＜会計＞押下）に「会計上の償却可

能限度額」の設定を追加しました。償却方法が旧償却方法の資産の場合に設定できます。 

会計上の償却可能限度額を別途追加したことにより、旧償却方法を適用資産の 5 年均等償却開始

の判断（および５年均等償却の基礎額となる）金額を税務上と分けて設定できます。 

８．会社コード変更時の共通会社基本情報更新方法の変更（応援ネットワーク版） 
会社コードを変更して会社基本情報を保存した場合、関連付けられている共通会社基本情報から

切り離され、変更した会社コードと同じ共通会社基本情報に関連付けられます。 

変更した会社コードと同じ共通会社基本情報が存在しない場合は、新規に同じ会社コードの共通

会社基本情報を追加しました。 

留意点： 

減価償却システムにおける本対応による動作は Ver.8.1 からになります。Ver.8.1 をセットアッ

プしても、旧バージョンでの動作は変わりません。 

4.電子申告プログラム(Ver.8.10.e1)について 

電子申告を行う場合には、別途「電子申告ダウンロードパック」商品の購入が必要です。 

減価償却応援 Ver.8.1 の電子申告対応版（Ver.8.10.e1）のダウンロード公開は、12 月 21 日

です。 

ご注意 

電子申告プログラムの更新対象となる減価償却応援のバージョンは、今回リリースする Ver.8.1

になります。Ver.8.0 は対象外となりますので、電子申告を行なう場合は、Ver.8.1 にバージョ

ンアップしてください。 

５.動作環境 

ネットワーク版 
使用環境 スタンドアロン 

クライアント サーバ  

ＯＳ 
Windows VistaTM  

Windows® XP/ 2000 (※) 

Windows®2000Server 

Windows®Server2003(※) 

メモリ 
Windows® XP/2000：128MB 以上（256MB 以上推奨）  
Windows VistaTM：512 MB 以上（１GB 以上推奨） 

256MB 以上  

ＣＰＵ お使いのＯＳが推奨する環境以上 

ディスプレイ 
解像度:1024×768ドット(小さいフォント)以上 ※Windows® XPの場合は標準フォント 

表示色:high Color(16Bit)以上 

ＨＤＤ 59MB 以上 50MB 以上 12MB 以上 

データ容量 登録数×2.0MB(*2) ------ 登録数×2.0MB(*2) 

最大用紙サイズ Ｂ4 

プリンタ 上記の対応 OS で使用可能なレーザープリンタ 

(*1) Windows® Server 2003は、サーバ用として使用する場合のみ動作保証します。クライアント、 
スタンドアロン版用として使用することはできません。また、クライアントは Windows VistaTM 、
Windows®XP/2000Professional をご使用下さい。 
Windows®95、98、Me、ＮＴを動作保証外とします。 

(*2)：約1会社100資産の容量です。 
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６.プロダクトIDについて 

プログラムのセットアップ(インストール)時にプロダクトＩＤを入力する必要があります。プロダクトＩＤは製品

固有の 24 桁の数字で、同一のプロダクトＩＤは存在しません。1 つの製品を複数のコンピュータにセットアッ

プされた場合、2 台目以降では、別のプロダクトＩＤを入力されるまでプログラムの起動ができなくなりま

す。 

プロダクト ID が記載されたラベルは、CD-ROM のケース(ライセンス商品の場合はライセンス使用許諾証また

はプロダクト ID のご案内ハガキ)に貼られます。 

詳細は改版商品に同梱のご案内(手順書)をご参照ください。 

ライセンス商品のご案内 

｢応援シリーズ｣で、同一プログラム(スタンドアロン版)を複数本使用される場合、２本目以降のライセ

ンス商品(及び年間プログラム保守契約)を割安価格でご用意しています。 

■ライセンス商品はこんなときに最適です。 

①企業又は会計事務所内において、複数台のパソコンで使用する場合 

②本社以外の出先拠点(支社、営業所等)において使用する場合 

③会計事務所において、在宅処理や外出先処理(モバイル用途)等の所外で使用する場合 

④学校等の教育用途として使用する場合 

 【著作権･使用許諾契約について】プログラムを使用するには、著作権法及び使用権許諾契約により、１台の
コンピュータにつき１ライセンスの使用許諾が必要です。 


